
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出生届を提出された方へ（ご案内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご誕生おめでとうございます。周南市では、児童福祉事業として以下の制度を受けることができます。 

忘れずに申請してください。 

 内容 期限 手続きに必要なもの 

乳幼児・こども 

医療費助成制度 

乳幼児・小学生・中学生の 

保険診療の自己負担を 

助成します。 
(中学生は所得制限があります) 

出生日から６０日以内 

＊期限内に申請すれば出生日

から助成します。 

手続きが遅れると申請月か

ら助成となります。 

・子の健康保険証 

・父母の本人確認書類、父母

のマイナンバーが確認でき

るもの（又は所得課税証明

書） 

児童手当制度 

児童（中学校３年生以下）を養育

している方に手当を支給します。 

＊請求者：原則、父母のうち収入

が多い方 

出生日の翌日から１５日以内 
＊手続きが遅れるとさかのぼるこ

とができず、遅れた月分の手当

が受けられません。 

・請求者の健康保険証 

・請求者名義の銀行口座通帳 

・父母の個人番号 

・子の個人番号（子が市外の 

 場合のみ） 

＊詳しくは次世代政策課までお問い合わせください。 本庁舎１階㉑ ( 0834 )22-8460 

＊申請は次の窓口でも受け付けます。 

 

新南陽総合支所 市民福祉課 ( 0834 )61-4113 

熊 毛 総合支所 市民福祉課 ( 0833 )92-0012 

鹿 野 総合支所 市民福祉課 ( 0834 )68-2332 

他１５支所 



 

 

 


